
の
規
定
に
よ
り
河
合
町

か
ら
意
見
を
聴

次
の
と
お
り
公
告

意
見
を
縦
覧
に
供
し

 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    

名
称  

河
合
店 

    

所
在
地  

北
葛
城
郡
河
合
町
大
字
穴
闇
五
四
〇
番
七
ほ
か 

二 

河
合
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

 

１ 

政
策
調
整
課 

地
域
住
民
の
利
便
性
を
妨

安
全
確
保
の

に
問
題
が
生
じ
た

元
大
字
及
び
自
治
会
と
誠
意

協
議
を
行
い
問
題
解
決

 

 

２ 

環
境
対
策
課 

⑴ 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
及
び
河
合
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
条
例
を
遵
守

 

⑵ 

ご
み
の
排
出

産
業
廃
棄
物
以
外
の
一
般
廃
棄
物

町
指
定
の
一
般
廃
棄
物

処
理
許
可
事
業
者
と
契
約

法
令
に
基
づ
き
正
し
く
処
理
を
行

産
業
廃
棄

物

法
令
に
基
づ
き
正
し
く
処
理
を
行

 

⑶ 

ご
み

ご
み
等
の
置
き

臭
気
及
び
鳥
類
等
の
被
害
が
周
辺

に
出

 

⑷ 

営
業
実
態
に
応

近
隣
住
人
と
の
環
境
及
び
騒
音
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る

 

⑸ 

騒
音
発
生
源
一
覧
表
に
定
格
出
力
七
・
五
ｋ
Ｗ
以
上
の
冷
凍
庫
用
室
外
機
の
記
載

騒
音
規
制
法
の
特
定
施
設
と
し
て
騒
音
規
制
法
施
行
令
で
定
め
る
対
象
施
設

七
・
五

ｋ
Ｗ
以
上
の
送
風
機
に
該
当
す
る
可
能
性

必
要
で
あ
れ
ば
特
定
施
設
設
置
届
出

書
を
提
出

 
 

三 

縦
覧
場
所 

    

奈
良
県
産
業
部
経
営
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
七
日

奈
良
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

 



五 
縦
覧
時
間 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 
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